
北海道アルコール健康障害対策推進計画の構成について（案）  

○第 2 期推進計画の構成等について、どのような見直しが必要か。 

第２期推進計画（案） 第１期推進計画 備考 

第Ⅰ章 計画の策定にあたって 

 １ 計画策定の趣旨 

  ○  国は、総合的かつ計画的な対策を推進し国民の健康を保護し、

安心して暮らすことができる社会の実現を目的に平成２５年１２

月に「アルコール健康障害対策基本法」を制定 

平成２８年５月「アルコール健康障害対策推進基本計画」（以

下、「国の計画」という。）を閣議決定 

  ○ 道では、国の計画を踏まえながら、本道の実情に即した体系的

なアルコール健康障害対策を推進するため、平成２９年１２月に

「北海道アルコール健康障害対策推進計画」を策定 

  ○ この度、これまでの施策の推進状況や本道におけるアルコール

健康障害の現状と課題を踏まえ、アルコール健康障害の発生、進

行及び再発の各段階に応じた取組を実施するため、本計画を策定 

 

２ 計画の位置付け 

  （略） 

 

３ 計画の期間 

  令和３年度から令和７年度までの５年間 

 

第Ⅰ章 計画の策定にあたって 

 １ 計画策定の趣旨 

  ○ 国は総合的かつ計画的な対策を推進し国民の健康を保護し、安

心して暮らすことのできる社会の実現を目標に平成２５年１２月

に「アルコール健康障害対策基本法」を制定 

  ○ 平成２８年５月「アルコール健康障害対策推進基本計画」を閣

議決定 

  ○ 本道の実情に即した体系的なアルコール健康障害対策を推進す

るため、本計画を策定。 

 

 

 

 

 

 ２ 計画の位置付け 

  （略） 

 

３ 計画の期間 

   平成２９年度から平成３２年度までの４年間 

 

 

資料６ 



第２期推進計画（案） 第１期推進計画 備考 

 

４ 北海道の現状 

  （１）飲酒者の状況 

  （２）アルコール性肝疾患の状況 

  （３）アルコール依存症者の状況 

 

第Ⅱ章 計画の基本的な考え方 

 １ 基本理念 

 （略）   

 

２ 国、地方公共団体、酒類関係事業者、国民（道民）等の責務 

 （略） 

 

３ 基本方針 

 （略） 

 

 ４ 重点目標 

  （略） 

  

 

 

 

 

 

４ 北海道の現状 

  （１）飲酒者の状況 

  （２）アルコール性肝疾患の状況 

  （３）アルコール依存症者の状況 

 

第Ⅱ章 計画の基本的な考え方 

 １ 基本理念 

 （略）   

 

２ 国、地方公共団体、酒類関係事業者、国民（道民）等の責務 

 （略） 

 

３ 基本方針 

 （略） 

 

 ４ 重点目標 

  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細見直し 



第２期推進計画（案） 第１期推進計画 備考 

第Ⅲ章 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅳ章 推進体制等 

 １ 関連施策との有機的な連携 

  （略） 

 

 ２ 推進体制 

  （略） 

 

 ３ 計画の見直し 

  （略） 

 

第Ⅲ章 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅳ章 推進体制等 

 １ 関連施策との有機的な連携 

  （略） 

 

 ２ 推進体制 

  （略） 

 

 ３ 計画の見直し 

  （略） 

 

 

発生予防（一次） 発生予防（一次） 

①教育、広報等による普及啓発の推進 ①教育、広報等による普及啓発の推進 

○未成年者、若い世代、高齢者、女性、妊産婦等への飲

酒のリスクに関する教育や啓発の推進 

○未成年者、若い世代や妊産婦等への飲酒のリスクに

関する教育や啓発の推進 

進行予防（二次） 進行予防（二次） 

③健康診断及び保健指導 ③健康診断及び保健指導 

○産業医との連携体制の構築 （追加） 


